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推薦者

（④では、①での申込みを流用する）
（特記事項）
当クラブでは、入会申込時に

対象：元会員・移籍会員 申込書の提出を求める。
(移籍会員については、
そのクラブの理事会で承認得たもの）

（本人の氏名・職業分類公表
することを認めさせておく）

人格・職業分類上・社会的見地
から会員として適正を調査

(7日以内に異議がない場合） 本人の氏名・職業分類・その他必要事項

②会員の特典と義務
③Eクラブの例会・その他会合出席を説明する。

連絡先：日本ロータリーEクラブ2650R.C　Eメール： info@rotaryeclub2650japan.org

 ①推薦者に会員候補者に対するロータリーの目的

審査

承認・不承認決定

入会候補者

会員承認を受ける
異議ない場合は入会

承諾書発行する

会員増強委員会

（会員選考・職業分類委員会含む）

（寄付依頼）　　

（資格要件の調査）

会　員

理事会

元クラブ会員

面接・調査
（会員増強委員会）

幹　事

②

異議

意義がある場
合審議し採択

提
出
後
３
０
日
以
内

幹事

全会員へ

告知書

所定の入会金を納めることで会員に
選ばれたことになる（新会員）

理事会が承認した後の手続

①

③
⑤

⑥

⑦

当クラブでは、①、④における申込書は本
人が自書自署したものを指し、推薦者は
推薦理由などを明瞭に示した推薦書を初
期段階に提出する。
⑤告知書は幹事が作成し、全会員へEメー
ルで添付送信する。

移籍・元会員には申込時に定款第7条4節
(a)による証明書が必要（クラブ書式あり）

申込書

④

「入会承諾書」発行時、入会金・

年会費と合わせて財団・米山・そ

の他への寄付をお願いする。
およそ20,000円(前・後期）程度
※会員申請用書類の作成を依頼
します。

幹 事

推薦書（会員）

▼本人提出書類

1)申込書

2)会員情報リスト


